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畜産においては、乳牛保有酪農家の経営不安による減少が進み、肉牛は、近年、稲葉メ

ルヘン牛としての高い評価を博し、ブランド化を目指しています。また、本市は養鶏が盛

んであり、県の採卵鶏の８割を占めています。 

林業は、市域の12.9％を山林が占め、林家戸数は355戸ですが、国産材需要の長期低迷

等により林業離れが進み、ここでも担い手の育成が課題となっています。（出典：農林業

センサス） 

工業は、市制当初繊維工業、ゴム製品、木材木工品、窯業などが主流でしたが、現在は、

金属製品、輸送用機械器具、繊維・衣服の３業種で製造品出荷額等の５割以上を占めてい

ます。（出典：第６次小矢部市総合計画） 
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図１．産業別就業人口の推移 

出典：「国勢調査」 
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出典：小矢部市統計書
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４．バイオマス利活用の現状と地域のこれまでの取組状況 

 

(1)利活用の現状                                        （単位：ｔ／年） 

バイオマス資源 
賦存量 

処理方法 
利用量 利用率

(%) 湿潤量 炭素換算量 湿潤量 炭素換算量 

廃棄物系バイオマス － 6,994   － 5,977 85

 家 畜 排

せつ物 

牛 2,431 145 堆肥化 2,431  145  100

鶏 29,760 1,776 同上 29,760 1,776 100

豚 6,500 388 同上 6,500  388  100

食 品 廃

棄物 

家庭系生ごみ 1,369 61 堆肥化､焼却処理 80  4  7

事業系生ごみ 1,351 60 
飼料化、堆肥化、 

焼却処理 
47  2  3

家庭系廃食用油 50 36 ＢＤＦ化※１、焼却処理 0  0  0

事業系廃食用油 25 18 ＢＤＦ化※１、焼却処理 0  0  0

木質バイ

オマス 

製材工場等廃木材 

(建築廃材含む) 
2,890 1,272 

燃料化、ＲＰＦ化※２、 

製紙原料化、堆肥化 

焼却処理 

2,845  1,253  99

剪定枝 401 89 
堆肥化、放置、焼却処理、 

不燃物処理、燃料化 
253  56  63

有機汚泥 下水処理脱水ケーキ 1,469 141 溶融スラグ 1,469  141  100

農集集落排水処理脱

水ケーキ 
43 4 コンポスト堆肥化 43  4  100

し尿処理脱水ケーキ 157 15 コンポスト堆肥化 157  15  100

浄化槽処理脱水ケーキ 205 20 コンポスト堆肥化 205  20  100

廃棄紙 6,034 2,969 製紙原料化、焼却処理 4,415 2,173 73

未利用バイオマス － 7,586 － 7,081 93

 農産資源 稲わら 16,469 4,715 鋤込み 16,469 4,715 100

もみがら 3,315 949
畜産資材等、箸、 

鋤込み 
3,315 949 100

米ぬか 921 264 飼料化、堆肥化 921 264 100

林産資源 林地残材 210 47 林地の堆肥 210 47 100

間伐材対象木、被

害木 
5,761 1,253

建築資材、 

製紙原料化、放置 
5,028 1,094 87

竹材 1,896 339 放置 0 0 0

そ の 他

草木類 

ダム流木 1 0 薪 1 0 100

ゴルフ場等刈芝草 73 6 堆肥化、放置、不燃物処理 47 3 50

ゴルフ場枯枝・枯木 60 13 燃料化、焼却処理 40 9 69

備考）１．賦存量（湿潤量）：平成 22 年度実績値。ただし、稲わら、もみがら及び米ぬか（作付面積）、竹材
は、平成 20 年度実績値、林地残材及び間伐材未利用分は 21 年実績値である。 

２．利用率は炭素換算量で算出している。 

※１ＢＤＦ：各種廃食用油（てんぷら油など）から作られる軽油代替燃料（ディーゼルエンジン用燃料）の総称。燃焼
によってＣＯ2を排出しても、大気中のＣＯ2総量が増えないカーボンニュートラルである。 

※２ＲＰＦ：古紙と廃プラスチックからつくられる固形燃料のこと。燃料の品質が安定しやすく、燃焼時のカロリーが
高く、取り扱いが容易であるといった利点があり、化石燃料の代替燃料としての需要が高まっている。 
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(2)地域のこれまでの取組状況 

１） 経緯 

取組時期 内  容 

昭和 46 年度 ・コンバイン開発導入により、稲わらを圃場に鋤込み還元を開始。 

昭和 48 年度 ・A 社（鶏糞） 

鶏糞堆肥場２棟、第１次発酵舎２棟、第２次発酵舎４棟（機械撹拌）、計

量袋詰めロボット、製品置場を導入し、堆肥化を図る。年間 17,000ｔ

（平成 22 年度実績値）を処理して販売している。500,300ｋフレコン、

15k 袋詰めを主力製品として販売している。 

昭和 51 年度 ・B 社（牛糞） 

 家畜排泄物処理施設として、堆肥舎２棟を導入し、年間 241ｔを自然発酵

させ、5ha を農地還元（平成 22 年度実績値）している。 

昭和 53 年度 ・C 社（豚糞） 

家畜排泄物処理施設として、発酵舎１棟、堆肥舎２棟、製品庫１棟、浄化

槽１基を導入し、堆肥化を図る。年間 3,600ｔ（平成 22 年度実績値）を

処理して販売している。 

昭和 55 年度 ・家庭から排出される新聞、雑誌、段ボールなどの紙類を集団回収し、リサ

イクルに取組む。 

平成 2 年度 ・小矢部川流域下水道関連公共下水道の供用を開始。 

平成 3 年度 ・家庭用コンポスト簡易生ごみ処理器設置補助制度による生ごみ堆肥化によ

り、可燃ごみの減量化に取組む。 

平成 5 年度 ・平成 5 年 3 月 31 日に田川地区農業集落排水処理施設が供用開始以来、薮

波北部、北蟹谷と３箇所の処理施設を稼働。維持管理業務は業者へ委託し

ており、農業集落排水汚泥は、砺波地方衛生施設組合へ搬入している。 

平成 5,7,11 年

度 

・D 社（鶏糞） 

 家畜排泄処理施設として発酵舎２棟、発酵処理機械３台を導入し、鶏糞の

堆肥化を図る。年間 9,000ｔ（平成 22 年度実績値）を処理して販売して

いる。 

平成 7 年度 ・E 社（もみ殻） 

もみ殻を稲葉山牧野及び福岡町の山本牧場に畜産資材（畜舎に敷く）とし

て提供。その後は、ふん尿が混入したものは、堆肥化している。 

・F 社（牛糞） 

 家畜排泄物処理施設として、堆肥舎２棟を導入し、年間 190ｔ（平成 22

年度実績値）を自然発酵させ、農地還元している。 

平成 8 年度 ・コンポストに加え、電気式生ごみ処理機、ＥＭボカシ器設置補助制度によ

る生ごみ堆肥化開始。 

平成 11 年度 ・砺波地方衛生施設組合のし尿・浄化槽汚泥処理施設運転開始。（処理の工

程で副産物として出る汚泥を、堆肥化設備で発酵させ肥料として売却。）

平成 14 年度 ・稲葉山牧野（牛糞） 

耕畜連携による循環型農業を展開し、持続性の高い農業生産方式への取

組み及び肥料購入代の経費削減を目的として、畜産基盤再編総合整備事業

に着手。 

 家畜排泄物処理施設として、発酵舎１棟、堆肥舎１棟、発酵処理機械１

台導入し、堆肥化を図る。年間 2,000ｔ（平成 22 年度実績値）を処理し

て全量牧草地へ還元している。 

平成 14 年度 ・容器包装リサイクル法の施行にともない、紙製容器包装を分別収集し、リ

サイクルに取組む。 
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２） 既存施設 

施設名称 対象バイオマス 利用技術 利用 売却 

稲 葉 山 牧 野 牛糞 堆肥化 牧草用堆肥等 － 

G 社 鶏糞 堆肥化 － 堆肥 

H 社 鶏糞 堆肥化 － 堆肥 

D 社 鶏糞 堆肥化 － 堆肥 

A 社 鶏糞 堆肥化 － 堆肥 

C 社 豚糞 堆肥化 － 堆肥 

J 社 廃木材等 

製紙用チップ化 － 
製紙、 

段ボール原料 

燃料用チップ化 － ボイラー燃料 

バーク材 － 
畑・庭用 

バーク材 

緑化用チップ化 － 公園等の敷材 

Ｋ 社 剪定枝 
剪定枝粉砕処理車で

チップ化 
－ 堆肥 

Ｌ 社 もみ殻 箸 － 箸 

取組時期 内  容 

平成 15 年度 ・「生ごみ等堆肥化に関する実証実験」を稲葉山牧野で実施。 

平成 16 年度 ・G 社（鶏糞） 

石川県内灘町にある堆積場に鶏糞を運搬し堆肥化がなされている。年間

7,800ｔ（平成 22 年度実績値）を処理して販売している。 

・H 社（鶏糞） 

鶏糞の堆肥化を図り、年間 10,500ｔ（平成 22 年度実績値）を処理して販

売している。 

平成 18 年度 ・I 社（廃食用油） 

給食センター、市内病院や一部町内会の家庭から廃食用油を回収し、市内

のＢＤＦ化施設でバイオディーゼル燃料として精製を開始。 

平成 19 年度 ・高岡地区広域圏事務組合にて「高岡地域循環型社会形成推進地域計画」を

策定。 

平成 20 年度 ・学校給食センターでは、給食で使用する食油からの廃食用油を、バイオデ

ィーゼル燃料とするため、I 社へ廃食用油有効活用に関する協定を平成 20

年 6 月に締結し、廃食用油をＢＤＦ化している。 

 平成 23 年度からは「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の改正に伴

いＢＤＦ化を中止している。 



５．バイ

 

(1) 取
 

はじ

    

で

合

そ

に

の

る

そ

応

務

取

1) 

イオマスの活

取組方針 

じめに 

本市は、農

で約 3 万 2 千

合った計画

また、既に

その継続を図

次に、利用

なお、バイ

については、

の比較等に

るものとしま

市民によ

その着実な推

応じて対応す

今日、地球

務であると考

取組方針と利

 

 

家畜排せつ

家畜排せ

本市にお

り、昭和 5

地還元材と

鶏糞の賦

量は年間 6

糞は昭和 5

 

このよう

農業を実施

なお、現

このような

学童農園に

また、現

究が進めら

 

東京電力

が喫緊の課

用した発電

活用に関す

農業を基幹

千人、面積

を立てるも

にバイオマ

図ることを

用率の低い

イオマス関

、市域にお

よる費用対

ます。 

る活動とし

推進を図る

するものと

球に優しい

考えます。

利活用の目

つ物 

せつ物には、

おける牛糞

51 年度から

として 100％

賦存量は年間

6,500ｔです

53 年度から

うに、本市で

施しており、

現在、本市で

な視点からの

に使用する

現在、市内関

られています

力福島第一原

課題とされて

電を目的とす

る取組方針

産業とする

は 134.11k

のとします

ス資源とし

基本としま

ものについ

連施設であ

ける原材料

効果の検証

て、各家庭

ものとし、

します。 

循環型社会

着実にその

標を立てる

、牛糞、鶏

の賦存量は

ら堆肥化が始

％利活用され

間 29,760ｔ

す。鶏糞は昭

堆肥化して

では早くか

今後も継続

では食育及

の新たな利活

「（仮称）バ

関連企業に

す。 

原子力発電所

ています。

するメタン
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針と利活用の

る農村都市で

㎡です。本

す。 

して 100％利

ます。 

いては、その

ある生ごみの

料の確保の可

証を行うとと

庭レベルで取

また、事業

会の構築への

の責務を果た

るものとしま

鶏糞、豚糞が

は、年間 2,

始められ、牧

れています。

ｔであり、豚

昭和 48 年度

て売却してお

ら家畜排せ

続して推進

び農産物の

活用策とし

バイオマス

おいて、家

所の事故を

このことか

ガス製造施

の目標 

であり、人口

本計画の策定

利活用が図ら

の向上を図る

の堆肥化施設

可能性、施設

ともに、広域

取り組むこと

業所による活

の取組は、地

たすため、本

ます。 

があります。

431ｔであ

牧草用や農

。 

豚糞の賦存

度から、豚

おり、100％

せつ物の全量

していくこ

の地産地消に

して、家畜排

農園」の設

家畜排せつ物

を契機として

から、本市に

施設について

稲

口は、平成 2

定にあたって

られているも

るものとしま

設、木質ペレ

設整備費及び

域的な対応に

とができる活

活動に対して

地方公共団体

本市の規模に

。 

利活用され

量有効活用に

とを基本と

に取り組んで

排せつ物から

設置を進める

物と剪定枝に

て、再生可能

においても家

て検討を行い

稲葉山牧野  

24 年 12 月末

ては、市の規

ものについて

ます。 

レット製造工

び運営費と収

についても検

活動等を示

ては、その進

体に課せられ

に即した現実

れています。

による資源循

とします。 

でいることか

ら作られた堆

るものとしま

による堆肥化

能エネルギー

家畜排せつ物

いました。試

末現在

規模に

ては、

工場等

収入と

検討す

して、

進展に

れた責

実的な

 

循環型

から、

堆肥を

ます。   

化の研

ー導入

物を利

試算で

  



 
 

2) 

用

肥

処

正

活

は、本市単

採算面から

じて対応す

また、家

素、カリウ

用も含めて

また、メ

めて、その

食品廃棄物

食品廃棄

用油があり

家庭系生

ごみ処理機

事業系生

肥としての

廃食用油

処理されて

は民間企業

は全て焼却

正に伴い、

このよう

います。 

これらの

活用燃料化

おりです。

 

まず、家

堆肥化して

肥料成分を

する必要が

を要するこ

する場合は

肥料取締法

よって、

電気式生ご

処理器等に

を促進する

り、このこ

型社会の構

ものとしま

 

単独で発電を

ら難しいとの

するものとし

家畜排せつ物

ウム等の肥料

て肥料として

メタン発酵に

の取り組みの

物 

棄物には、家

ます。 

生ごみの賦存

機やコンポス

生ごみの賦存

利用率は 3

油については

います。事

業によりＢＤ

却処理されて

平成 23 年度

に、本市に

の食品廃棄物

化があり、そ

 

家庭系生ごみ

て販売するに

を有するもの

があります。

こと、また、

は、その成分

法上、実現は

家庭系生

ごみ処理機

により各家

ることが現

ことを推進

構築に対す

ます。 

を目的とす

の結果がで

します。 

物は、メタ

料成分が含

ての有効利用

によるメタ

の進展に応

家庭系生ごみ

存量は年間 1

スト等での堆

存量は年間 1

％程度です

は、家庭系廃

事業系廃食用

ＤＦとして利

ていましたが

度からは全量

における食品

物の利活用方

それぞれの利

みですが、家

には有害物質

のと有しない

その選別に

家庭系生ご

分が不明であ

は難しいと考

ごみについ

やコンポス

家庭で肥料化

現実的かつ適

することに

る市民の意
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るメタンガ

ており、今

ン発酵する

まれること

用が検討さ

ンガスにつ

じて対応す

み、事業系

1,369ｔであ

堆肥化として

1,351ｔであ

す。 

廃食用油の発

用油の発生量

利用され、そ

が、「揮発

量焼却処理

品廃棄物の

方法として

利活用の検

家庭系生ごみ

質を取り除

いものとを選

には多大な費

ごみを原材料

あることか

考えます。

いては、家庭

スト簡易生

化し、自家利

適切な方策で

によって、循

意識向上を図

家庭

ガス製造施設

今後の国レベ

過程で発酵

から、食品

れておりま

ついては、ボ

るものとし

生ごみ、家

あり、焼却処

ての利用率は

あり、焼却処

発生量は年

量は年間 25

その利活用率

油等の品質

理されていま

多くは利活

、堆肥化、

討を行いま

みを

き、

選別

費用

料と

ら、

庭用

ごみ

利用

であ

循環

図る

家庭用電気式

庭用コンポスト簡

設を建設・運

ベルでの技術

酵消化液が発

品廃棄物や刈

す。 
ボイラー等へ

ます。 

家庭系廃食用

処理が殆どを

は 7％程度で

処理が殆どを

間 50ｔであ

ｔであり、

率は 11％で

質の確保に関

ます。 

活用されず、

メタンガス

ました。その

式 生ごみ処理機

簡易式 生ごみ処

運営するこ

術開発の進展

発生しますが

刈草等との混

への有効利用

用油、事業系

を占め、家庭

です。 

を占め、飼料

あり、全てが

平成 22 年度

でした。それ

関する法律」

焼却処理

ス化及び廃食

の結果は、次

機  

処理機  

とは、

展に応

が、窒

混合利

用を含

系廃食

庭用生

料や堆

が焼却

度まで

れ以外

」の改

されて

食用油

次のと
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本市では、平成 3 年度から家庭用コンポスト簡易生ごみ処理器、加えて平成 8

年度からは電気生ごみ処理機等の設置に対する補助を行っていますが、近年は利

用件数が減少しています。一方、電気式生ごみ処理機は、脱臭性能が大きく向上

しており、使い易くなっています。このような現状を踏まえ、各生ごみ処理機に

ついての補助制度の見直しと広報の強化によって普及を図り、家庭系生ごみのよ

り一層の利活用を推進するものとします。 

 

次に、事業系生ごみについては、堆肥やメタンガスとして利用する方法があり 

ます。生ごみのみの堆肥化については、本市の年間発生量が 1,351t と賦存量が 

少なく、採算性等を考慮した場合、市独自で施設を設置することは、現実的では

ありません。 

現在、富山県において研究が進められている広域リサイクル検討事業の進展結

果を踏まえて対応するものとします。 

メタン発酵の活用については、1)家畜排せつ物で記述したとおり、その進展に

応じて対応するものとします。 
なお、食品系廃棄物については、新たな利活用方法に取り組む場合、分別回収

の徹底や効率的な収集・運搬システムの構築が一層重要になると考えます。 
 

次に廃食用油の利活用ですが、まず家庭用廃食用油については、純度が低いう

えに添加物が多く、利活用は難しいと考えます。 

事業系廃食用油については、ＢＤＦ化による自動車用燃料としての利活用方法

がありましたが、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の改正に伴い、平成

18 年度からＢＤＦ化を行なっていた市内製造業者は、平成 23 年度から製造を中

止しています。国において研究されている暖房用燃料等としての利用の可否など、

新しい利用方法の技術の進展を踏まえて対応するものとします。 

 

 

3) 木質バイオマス 

木質バイオマスには、製材工場等廃木材、剪定枝があります。 

製材工場等廃木材（建築廃材含む）の賦存量は年間 2,890ｔあり、公衆浴場ボイ

ラーの燃料化、ＲＰＦ化、製紙原料化、堆肥化により利用率は 99％です。 

剪定枝の賦存量は年間 401ｔであり、主に堆肥化により利用率は 63％です。 

このように、本市における木質バイオマスの利用は、高比率となっています。 
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製材工場

により、平

れており、

石燃料の代

イラーの導

た、剪定枝

市内関連企

ます。これ

るものとし

有機汚泥 

有機汚泥

脱水ケーキ

下水処理

利用率とな

農集集落

賦存量はそ

率は 100％

 

このよう

有機汚泥の

廃棄紙 

廃棄紙の

利用の 27％

 

今後、市

て活用でき

場等廃木材（

平成 24 年末

現在、市内

代替燃料とし

導入に向けた

枝は、１）家

企業において

れらについて

ます。 

泥には、下水

キ、浄化槽処

理脱水ケーキ

なっています

落排水処理脱

それぞれ年間

となってい

うに、本市に

の利活用を促

の賦存量は年

％は、可燃ゴ

市民の分別に

るものの分

（建築廃材含

末からペレッ

内園芸農家と

して、園芸ハ

た試験が進め

家畜排せつ物

て堆肥化の研

ては、その進

水処理脱水ケ

処理脱水ケー

キの賦存量は

す。 

脱水ケーキ、

間 43ｔ、15

ます。 

における有機

促進するもの

年間 6,034ｔ

ゴミとして処

に対する意識

分別を更に進
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含む）は、市

ットの製造が

との共同によ

ハウス用ペレ

められていま

物で記述した

研究が進めら

進展に応じて

ケーキ、農

ーキがありま

は年間 1,46

、し尿処理

57ｔ、205ｔ

機汚泥は全

のとします。

ｔであり、古

処分されてい

識の啓蒙を

進め、廃棄紙

市内企業

が開始さ

より、化

レットボ

ます。ま

たとおり、

られてい

て対応す

農集集落排水

ます。 

69ｔであり

理脱水ケーキ

であり、い

全量有効利用

 

古紙として

いるもので

図り、未利

紙の利活用を

園芸ハウス用

水処理脱水ケ

、溶融スラ

キ、浄化槽処

いずれも堆肥

用しており、

73％活用さ

す。 

利用のものの

を促進する

用 ペレットボイ

ケーキ、し尿

ラグ化し、10

処理脱水ケー

肥化により、

今後も継続

されています

の中から古紙

ものとしま

イラー  

尿処理

00％の

ーキの

、利用

続して

す。未

紙とし

す。 
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農産資源 

農産資源

本市の農

農地への鋤

稲わらの

います。 

もみ殻の

います。本

色ある取り

米ぬかの

っています

 

このよう

量有効利用

資源の利活

なお、現

にハトムギ

トムギの殻

など新たな

に応じて対

 

 

 

林産資源 

林産資源

林地残材

葉樹の落ち

における自

間伐材対

して 87％利

竹材の賦

 

間伐材対

果、ペレッ

効果及び本

現実的では

従って、

を働きかけ

 

 

 

源には、稲わ

農業は土づく

鋤込みが重要

の賦存量は年

の賦存量は年

本市ではもみ

組みも行っ

の賦存量は年

す。 

うに、本市に

用しており、

活用を推進し

現在、民間事

ギの殻と薄皮

殻と薄皮を利

な取組を検討

対応するもの

源には、林地

材の賦存量は

ち葉や田へす

然堆肥化物

対象木・被害

利用されてい

賦存量は 1,8

対象木・被害

ット製造施設

本市で望める

はないとの試

既に県内で

けるなど、ペ

わら、もみ殻

くりに力をい

要であるとし

年間 16,469

年間 3,315ｔ

み殻を箸や稲

っています。

年間 921ｔで

における農産

今後も継続

していくもの

事業者が、も

皮を材料と

利用したしい

討しており、

のとします。

地残材、間伐

は年間 210

すき込まれた

物として還元

害木の賦存量

います。 

896ｔであり

害木を原料

設の建設運

る利用量の

試算結果とな

で製造され

ペレット製品
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殻、米ぬかが

いれており

しています。

9ｔであり、

ｔであり、利

稲葉山牧野

 

であり、飼料

産資源は全

続して農産

のとします

もみ殻並び

した薪、ハ

いたけ菌床

、その進展

 

伐材対象木

ｔであり、

た稲わらと

元しており、

量は年間 5

りますが、現

とするペレ

営コストと

面から、市

なっていま

ている製品

品の利用促

があります。

、珪酸質資

 

鋤込みによ

利用率は鋤込

への畜産資

料化や堆肥化

全

産

す。 

び

ハ

床

展

・被害木、竹

殆どが枝打

同様、敢え

既に 100％

5,761ｔであ

現在利活用さ

レット製造に

ペレットか

市単独でのペ

す。 

品の販売店を

進を図る方

ハトムギの刈

。 

資材である稲

より利用率は

込みを中心に

資材に活用す

化により利用

竹材があり

打ちされた杉

えて山に残す

％の利用率と

あり、建築資

されていませ

については、

から得られる

ペレット製造

を小矢部市内

方向で進める

刈取り  

稲わらやもみ

は 100％とな

に 100％とな

するといった

用率は 100％

ます。 

杉の枝であ

すことによ

と考えられま

資材、製紙原

せん。 

検討を行っ

る収益等の費

造施設の設置

内に拡大す

ることとしま

み殻の

なって

なって

た、特

％とな

り、広

り林地

ます。 

原料と

った結

費用対

置は、

ること

ます。 



建

集

化

伐

 

 

なお、ペ

ットストー

た、ペレッ

できます。

ペレット

主目的とし

の理解を広

への普及を

ペレット

暖房及びタ

現在の設備

導入を検討

また、林

トーブがあ

今後、国

計画してお

て、また、

料とした薪

を図るもの

 

本市から

その理由と

す。このこ

建設に対す

また、現

を促進しま

集積場所と

図るものと

 

竹材に関

化も検討し

ついては、

なお、現

や「とやま

動の市民へ

しており、

ものとしま

 

林産資源

り利用率の

伐材等の集

るものとし

ペレット製品

ーブ、ペレッ

ットの焼却灰

 

トストーブに

して、一部公

広めることに

を図っていき

トボイラーに

ワーの湯等

備の更新時期

討するものと

林産資源を利

あります。 

国では広葉樹

おり、伐採さ

6)農産資源

薪の利用先と

のとします。

ら発生する間

しては、搬

ことから、今

する支援の拡

現在、森林関

ます。なお、

しての利用

します。 

関しては、市

しましたが、

今後の技術

現在、「とや

まの竹資源ネ

へのＰＲを進

事業で発生

す。 

源については

の向上につな

集積場所を拠

します。 

品の利用方法

ットボイラー

灰は肥料とし

については、

公共施設に先

により、一般

きます。 

については、

等への導入が

期に重油等の

とします。

利用したスト

樹の伐採を対

された広葉樹

源で記述した

として、薪ス

 

間伐対象木、

搬出費用や機

今後は、国が

拡大を有効に

関係団体にお

集積場所に

用形態も調査

市単独でチ

いずれも費

術開発の進展

やまの森づ

ネットワーク

進めるものと

生した竹のチ

は、需要側

ながると考え

拠点としたネ
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法としては、

ーがあります

しての利用も

市民への

先行導入し、

般住宅、事業

市役所本庁

が考えられま

の価格を考慮

トーブとして

対象とした事

樹の有効利用

たとおり、

ストーブは

被害木の利

機械購入費

が掲げてい

に活用するも

おいて計画

にあたって

査し、林産

ップ化して

費用が嵩み

展に応じて対

くりサポー

ク」による

とします。

チップ化し

と供給側と

えます。森

ネットワー

、ペレ

す。ま

も期待

ＰＲを

、市民

業所等

庁舎の

ますが、

慮し、

て薪ス

事業を

用とし 

もみ殻並び

有効であり

利用率は、

の不足、集

る収集・運

ものとします

画されている

は間伐材と

資源や木質

の堆肥化、

現実的では

対応するもの

トセンター

竹の回収等

また、富山

ての堆肥化

のネットワ

林関係団体

ク体制につ

ペレッ

木質

びにハトムギ

、事業の進

100％に達し

集積場所の不

運搬に資する

す。 

る間伐材等の

併せ、広葉

質バイオマス

パウダー化

はないと考え

のとします。

ー」によるチ

等が実施され

山県では竹林

化により、利

ワーク体制の

体において計

ついての研究

ットストーブ  

質ペレット 

ギの殻と薄皮

進展に応じて

していません

不足があげ

る機材等や運

の集積場所の

葉樹、剪定枝

スの利活用促

化しての牛の

えます。これ

。 

チップ機の貸

れており、こ

林整理事業を

利活用を促進

の整備が重要

計画されてい

究、整備を促

皮を材

て普及

んが、

られま

運搬路

の整備

枝等の

促進を

の飼料

れらに

貸出し

この活

を実施

進する

要であ

いる間

促進す



 

 

8) 

及

 

排

 

 

 

 

 

その他草木

その他草

ます。 

ダム流木

ゴルフ場

す。 

ゴルフ場

され、利用

 

今後、ダ

及びゴルフ

であること

進するもの

なお、家

排せつ物で

木類 

草木類には、

木の賦存量は

場等刈芝草の

場枯枝・枯木

用率は 69％と

ダム流木は継

フ場枯枝・枯

から、継続

のとします。

家畜排せつ物

記述したと

稲

ダム流木、

は年間 1ｔで

の賦存量は年

木の賦存量は

となっていま

継続して利活

枯木は、主に

続してゴルフ

 

物と刈草等の

おり、その
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稲葉山牧野と砺波

、ゴルフ場

であり、薪と

年間 73ｔで

は年間 60ｔ

ます。 

活用を図っ

にゴルフ場

フ場におけ

の混合によ

の進展に応じ

波平野  

場等刈芝草、

として 100％

であり、堆肥

ｔであり、チ

ていきます

を対象とし

る堆肥化及

るメタンガ

じて対応する

ゴルフ場枯

％利用されて

肥として 50％

チップ化して

す。また、ゴ

したものであ

及び燃料化の

ガス活用につ

るものとしま

枯枝・枯木が

ています。 

％利用されて

て燃料として

ゴルフ場等刈

あり、量もわ

の利用率向上

ついては、1

ます。 

があり

ていま

て利用

刈芝草

わずか

上を促

1)家畜
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(2) 利活用の目標                         （単位：ｔ／年） 

バイオマス資源 
賦存量 利用目標 

利用方法 
現 状 利
用率 

(%)

利用目
標
(%) 湿潤量 炭素換算量 湿潤量 炭素換算量

廃棄物系バイオマス － 6,994 － 6,097  85 87

 家 畜 排

せつ物 

牛 2,431 145 2,431 145 堆肥化 100 100

鶏 29,760 1,776 29,760 1,776 同上 100 100

豚 6,500 388 6,500 388 同上 100 100

食 品 廃

棄物 

家庭系生ごみ 1,369 61 232 10 堆肥化 7 16

事業系生ごみ 1,351 60 47 2 飼料化、堆肥化 3 3

家庭系廃食用油 50 36 － －   0  －

事業系廃食用油 25 18 － －  0 －

木質バイ

オマス 
製材工場等廃木材 

(建築廃材含む) 
2,890 1,272 2,863 1,261 

燃料化、RPF 化、

製紙原料化、 

堆肥化 

99 99

剪定枝 401 89 371 83 堆肥化、燃料化 63 93

有機汚泥 下水処理脱水ケーキ 1,469 141 1,469 141 溶融スラグ 100 100

農集集落排水処理

脱水ケーキ 
43 4 43 4 堆肥化 100 100

し尿処理脱水ケーキ 157 15 157 15 堆肥化 100 100

浄化槽処理脱水 

ケーキ 
205 20 205 20 堆肥化 100 100

廃棄紙 6,034 2,969 4,577 2,252 製紙原料化 73 76

未利用バイオマス － 7,586 － 7,181  93 95

 農産資源 稲わら 16,469 4,715 16,469 4,715 鋤込み 100 100

もみがら 3,315 949 3,314 949
畜産資材等、

箸、鋤込み、薪 
100 100

米ぬか 921 264 921 264 飼料化、堆肥化 100 100

林産資源 林地残材 210 47 210 47 林地の堆肥 100 100

間伐材対象木、 

被害木 
5,761 1,253 5,360 1,166

建築資材、 

製紙原料化 
87 93

竹材 1,896 339 144 26 堆肥化 0 8

そ の 他

草木類 

ダム流木 1 0 1 0 薪 100 100

ゴルフ場等刈芝草 73 6 52 4 堆肥化 50 67

ゴルフ場枯枝・枯木 60 13 44 10 燃料化 69 77

備考）１．計画期間終了時に達成すべき利用量についての目標値。 
２．賦損量は 10 年後も変わらないものとして記載。 
３．利用目標の－は、国の研究による新しい利用方法の技術の進展に係るものであり、現時点では未定で

あるもの。 
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(3)具体的な取組内容及び工程 

 

1) 取組内容及び工程 

計画期間中（平成25年度～平成34年度）に設定する取組内容及び工程は、以下のと

おりです。 

取組項目 事業主体 取組内容 

家畜 

排せつ物 

家畜排せつ物由来堆肥

の学童農園への使用 

 

 

小矢部市 

 家畜排せつ物から作られた堆肥を学童農

園で使用し、循環型社会および食育を推進 

 

食品廃棄物 

家庭用生ごみ処理機やコンポ

ストによる生ごみの堆肥化促

進 

 

小矢部市 

 家庭用生ごみ処理機やコンポスト等の設置補助制度

の見直し、広報の強化による普及促進 

 

 

 

 

木質 

バイオマス 

 

 

製材工場等廃棄木材

（建築廃材含む）のペ

レット製造 

 

民間事業者 

 平成24年末に製造開始したペレット製造

工場の製造量拡大 

 

家畜排せつ物と剪定枝

を利用した堆肥製造 

 

 

民間事業者 

 家畜排せつ物と剪定枝を利用した堆肥製

造の研究促進 

園芸ハウス用ペレット

ボイラーの導入 

 

 

民間事業者 

 園芸ハウス用ペレットボイラー導入試験

を踏まえた導入促進 

 

農産資源 

もみ殻等を材料とした

薪等の代用品の製造 

 

民間事業者 

 もみ殻等を材料とした薪等の代用品の製

造の研究促進 

 

 

 

 

 

 

 

林産資源 

木質ペレット・薪スト

ーブの普及 

 

 

小矢部市 

 ＰＲ用の木質ペレットストーブの一部公

共施設への先行導入 

木質ペレットストーブ・薪ストーブの一

般住宅、事業所等への普及促進 

木質ペレットボイラー

の導入 

 

 

小矢部市 

 ボイラー更新時における木質ペレットボ

イラーの公共施設への導入検討 

竹材料の利用促進 

 

 

 

小矢部市 

「とやまの森づくりサポート」事業、

「とやまの竹資源ネットワーク」事業等の

ＰＲ 

間伐材等の集積場所整

備の促進 

 

森林関係団体

 

間伐材、広葉樹、剪定枝等の集積場所整

備の促進 

 林産資源活用のネット

ワーク体制整備の促進 

 

 

森林関係団体

 林産資源の有効活用を図るため、集積場

所を拠点とした需要側供給側のネットワー

ク体制整備の促進 

※現在、利用率100％のものについては、今後、継続していくものとします。 

※国、県等において研究段階のものについては、今後の技術の進展に応じて対応するものとします。 
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前 期 実 施 計 画 後 期 実 施計 画 

（30年度以降） 上 期（25年度 ～ 27年度） 下  期（28年度 ～29年度） 

   

場所選定・実施 

 

    実  施 

 

 

            実    施 

調    査・ 

補助制度見直し・ 

広報・普及促進 

 

            普及促進 

 

 

              普及促進 

 

実    施 

 

           実    施 

 

 

             実    施 

 

      

研究・実施 

 

           実    施 

 

 

             実    施 

 

 

試験・整備 

 

 

           実    施 

 

 

             実    施 

 

研究・整備 

 

 

           実    施 

 

 

             実    施 

市内販売店設置・ 

一部公共施設での先行導入・ 

市民へのＰＲ 

 

普及促進 

 

 

普及促進 

 

調    査  

 

          調    査 

 

 

整備検討（ボイラー更新時期） 

 

実    施 

 

          実    施 

 

 

             実    施 

 

調査・用地確保 

 

実    施 

 

 

実    施 

 

研    究 

 

研究・整備 

 

 

実    施 
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６．バイオマスの活用推進体制 

 

バイオマスの利活用を推進するため、平成23年度には「小矢部市バイオマス活用推

進庁内会議」を設置して、賦存量等の基礎調査を行いました。同会議は、小矢部市産

業建設部長を委員長とし、庁内関係部署５課長で構成しており、情報の収集や関係施

設の視察調査を行っています。 

平成24年度には「小矢部市バイオマス推進計画策定委員会」を設置して検討を進め、

当該「小矢部市バイオマス活用推進計画」を策定しました。 

同委員会は、市内の学識経験者及び有識者8名で構成され、必要に応じて関係者の意

見聴衆等を行い、検討を重ねてまいりました。 

今後は、庁内会議を存続させ、最新情報の収集に努めつつ、必要に応じて関係機

関・団体と協議を行い、今後の運用についてよりよい方向を目指します。 

また、国に対して適時的確な情報提供と指導を求める一方、県及び近隣市町村とも

連携して、広域的な取り組みについて働きかけを行う等により、バイオマスの一層の

利活用促進を図るものとします。 

  

 

７．地域推進計画の中間評価と事後評価 
 

小矢部市バイオマス活用推進計画の策定から5 年間が経過した時点で、バイオマス

の利用量・利用率及び具体的な取組内容の進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取

組内容を見直す「中間評価」を行います。また、計画期間の最終年度（平成34年度）

においても、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取組内容の進捗状況を把握し、

事後評価時点の計画の進捗状況や取組の効果を評価します。 

ただし、計画の期間中に、バイオマスを取り巻く社会情勢に大きな変化があった場

合、中間評価年、最終評価年の前に計画を見直すものとします。 

 

(1) 中間評価 

計画期間の５年が終了した翌年2018（平成30）年度に実施します。 

５．また、５．(3) 2)取組工程のスケジュールについて、進捗状況を確認し

ます。 

1) 種類別バイオマス利用状況 

(2)のバイオマスの利活用目標に整理したバイオマスの種類ごとに５年

経過時点での利用量、利用率を整理します。 

2) 取組の進捗状況 

５．(3)1)の取組項目ごとに取組の５年経過時点での進捗状況、課題を

整理します。 

3) 計画見直しの必要性 

① 課題への対応 
各取組項目の課題への対応方針を整理します。 
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② 計画見直しの必要性 
①の結果を基に、小矢部市バイオマス活用推進計画の見直しの必要

性について整理します。 
 
(2) 事後評価 

計画期間が終了する2022(平成34)年度に実施します。 

1)  種類別バイオマス利用状況 

(2)のバイオマスの利活用目標に整理したバイオマスの種類ごとに10年

経過時点での利用量、利用率を整理します。 

2)  取組の進捗状況 

５つの取組項目ごとに10年経過時点での取組の進捗状況、課題を整理し

ます。 

3)  改善措置等の必要性 

各取組の課題について、改善措置等を整理します。 
4)  総合評価 

計画全体の達成状況について整理します。 

「3) 改善措置等の必要性」や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間終了

後の目標達成の見通しについて整理します。 

 


